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告 示 

 

三重県告示第 76 号 

 家畜伝染病予防法施行細則の規定による家畜等の移動の制限（令和 8 年三重県告示第 23 号）は、廃止します。 

  令和 8 年 2 月 6 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

 

三重県告示第 77 号 

 家畜伝染病予防法施行細則の規定によると畜場以外の場所におけると殺及びふ卵の制限（令和 8 年三重県告示

第 24 号）は、廃止します。 

  令和 8 年 2 月 6 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

令和8年2月6日 三　重　県　公　報 号　　外
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